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株券の電子化に伴い、当社定款の定めにつき 
変更の決議をしたものとみなされる事項のお知らせ 

 
 
 「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正

する法律（平成 16 年法律第 88 号）」（以下、「決済合理化法」という）の施行に伴い、当社定

款の定めにつき変更の決議をしたものとみなされた事項につき、下記のとおりお知らせします。 
 

記 
 
 

１．株券を発行する旨の定款の定めを廃止する。 
（参照条文：決済合理化法 附則第 6 条第 1 項） 

 
 
 

なお、当社は来る平成 21 年 6 月に開催が予定されている当社の定時株主総会において、上

記事項にかかる定款変更を予定しております。 
 

 

 以上 
 


